
令和３年９月 30 日  

市立学校園所幼児児童生徒の保護者 様 

                                               川西市教育委員会  

 

新型コロナウイルス感染症流行期における出席扱い並びに出席停止の取扱いの変更等について 

（令和３年１０月１日以降） 

 

秋晴の候、保護者のみなさまにおかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

平素は、本市教育保育の推進にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

兵庫県に適用されていた緊急事態宣言が、９月３０日の期限をもって解除されることとなりました。これを受けて、本

市においては、兵庫県並びに本市対策本部会議の対処方針に基づき、一部対策の見直しを進めているところです。 

つきましては、新型コロナウイルス感染症流行期における出席扱い並びに出席停止の取扱いについて、下記の通

り、一部変更します。下記を含め、右記（裏面）一覧表の内容を改めてご確認いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

（１）令和３年１０月１日以降の変更点について（感染が心配で登校園所を見合わせる場合について） 

令和３年９月３０日までの２学期における緊急事態宣言下において、感染が心配で登校園所を見合わせる

等の幼児児童生徒については「出席停止」とし、オンライン等の学習支援を受けた児童生徒については「出席

扱い」としてきました。 

令和３年１０月１日以降については、緊急事態宣言が解除されることに伴い、教育保育の基本であり基礎で

ある対面による授業・保育を安心して進められる体制にしていくことが最も重要なことと考え、感染が心配で登

校園所（留守家庭児童育成クラブを含む）を見合わせる場合、学習支援の有無に関わらず、以下のア）、イ）

については、「出席停止」とし、それ以外については、「欠席扱い」とします。 

ア）同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的

な理由があると校園所長が判断する場合 

イ）幼児児童生徒が通っている文化・スポーツ教室や地域活動等で新型コロナウイルス感染者が確認され，

感染が心配で登校園所を見合わせる場合 

なお、出席停止等の期間中における学習支援については、各学校が当該児童生徒や家庭の状況を踏ま

え、タブレット端末やプリント等を活用する等検討しますので、お子さまの在籍校とご相談いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

 

（２）保護者の皆様へのお願い 

現在、市内での感染状況は改善傾向にあるものの、夏以降、若年層を中心に急激な感染増加が見られ、

子どもたちにも感染が拡大しました。感染ルートは家庭内が最多となっておりますが、習い事や学校園所外で

の遊びを通しての感染も確認されています。 

学校園所においては引き続き、感染防止対策に取り組み、子どもの健康に留意しつつ円滑な学校園所運

営を推進いたします。各ご家庭におかれましては、毎日の登校園所前の健康観察をはじめ、通っている文

化・スポーツ教室や地域活動等においても、黙食やマスクの着用、手洗い等の感染対策を実施願います。

また、同居するご家族に発熱等感染が疑われる場合や PCR検査を受ける場合などについては、早めにお子

様の登校園所を控えていただくなど、引き続きご協力いただきますようお願いいたします。 



【令和３年１０月１日～（保護者確認用）】

「発熱等受診・相談センター」へ電話相談

・伊丹健康福祉事務所（平日9時～17時30分）
☎072-785-9437

・新型コロナ健康相談コールセンター
（24時間受付《土日祝日含む》）
☎078-362-9980

① 新型コロナウイルスに感染した場合 ⇒

② 濃厚接触者に認定された場合 ⇒ 保健所から指示された自宅待機期間を出席停止とする。

③ 医師や保健所の指示でPCR検査を受ける場合 ⇒

（念のための検査※を含む）

④ 発熱や倦怠感、喉の違和感などの風邪症状 ⇒

（ワクチン接種の副反応による発熱等を含む）

がある場合

⑤ ⇒

⑥ ⇒

⑦ 新型コロナウイルスに感染した場合 ⇒

⑧ 医師や保健所の指示でPCR検査を受ける場合 ⇒

（念のための検査※を含む）

⑨ 発熱や倦怠感、喉の違和感などの風邪症状 ⇒

（ワクチン接種の副反応による発熱等を含む）

がある場合

※ ここでの「念のための検査」は、感染の疑いでの検査やクラスター検査を指しており、事業者や個人が自らの発意で

行うＰＣＲ検査は含めません。

・ 今後、国や県の新型コロナウイルス感染症に関する対応について、変化があった場合には、内容に変更が生じる

可能性があります。

保健所から幼児児童生徒に対して指示された期間を自宅待機期

間とし、出席停止とする。

家族等の検査結果が判明するまでの期間を、幼児児童生徒も自

宅待機期間とし、出席停止とする。

家族等の症状が消失するまで、幼児児童生徒も自宅待機期間と

し、出席停止とする。（ただし、左記の症状がアレルギー疾患等、別の

疾患によるものと判明した場合はこの限りではありません。）

「症状が消失するまで」について
　発熱症状に対して、解熱剤を使用したときは、解熱剤を使用せずに、
37.4℃以下の状態が24時間以上続いていることを確認してください。

感染が心配で、登校園所を見合わせる場合 ア）同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情が

あって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校園

所長が判断する場合は出席停止とする。

イ）幼児児童生徒が通っている文化・スポーツ教室や地域活動

等で新型コロナウイルス感染者が確認され，感染が心配で登校

園所を見合わせる場合は出席停止とする。

(Ｒ3.10.1変更)

医療機関等において新型コロナワクチンの接種 学校園所に相談の上、出席停止扱いとすることができる。

を受ける場合

幼児児童生徒と同居する家族等が、

「症状が消失するまで」について
　発熱症状に対して、解熱剤を使用したときは、解熱剤を使用せずに、
37.4℃以下の状態が24時間以上続いていることを確認してください。

できる できない

相談した医療機関で、

発熱等診療・検査医療機関の

案内を受ける

発熱等診療・検査医療機関の

案内を受ける

発熱等診療・検査医療機関で診察と検査

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

幼児児童生徒が、

保健所から指示された自宅等への待機期間（入院の場合、入院

期間を含む）を出席停止とする。

結果が判明するまでの期間を自宅待機期間とし、出席停止とす

る。

症状が消失するまで出席停止とする。（ただし、左記の症状が

アレルギー疾患等、別の疾患によるものと判明した場合はこの

限りではありません。）

相談した医療機関で診療と検査が

【川西市】新型コロナウイルス感染症流行期における出席停止の取扱いについて

◆◆◆　発熱などの相談と受診の流れ　～まずは電話で相談を～　◆◆◆

かかりつけ医がある 緊急時や相談先に迷う場合

かかりつけ医など地域の身近な医療機関に

電話相談


